
 

 

直江津郵便局の郵便区統合（集配拠点の集約）に関する 

具体的実施計画・具体的要員措置計画および支部労使間の意思疎通について 

 

 日本郵便信越支社郵便・物流オペレーション部は、「直江津郵便局の郵便区統合（集

配拠点の集約）に関する具体的実施計画・具体的要員措置計画および支部労使間の意

思疎通」について地方本部に説明してきました。 

 

本計画は、「労使関係に関する協約」第７８条に基づき、直江津郵便局の郵便区を高

田郵便局へ統合（集配拠点の集約）するものです。 

なお、本提示は２０１７年１２月１８日に説明を受けました。本来のスケジュール

感であれば、２０１７年１２月中に大綱整理を行い、支部労使委員会を行うものです

が、年末始繁忙・ゆうパック繁忙の状況を考慮の上、本日オープンとし、以降のスケ

ジュールを繰り下げたものです。 

 

提示に当たり、冒頭、信越支社西澤郵便・物流オペレーション部長より「この度の

郵便区統合は、郵便事業の損益改善を図るため、黒字化に向けた取組施策である。実

施にあたっては、慎重かつ丁寧に行っていきたい。郵便区統合の実施はＧＷ中であり、

支障の出ないようお客さま周知等も実施していく。」との決意が示されました。 

これを受け、信越地本塚野書記長から「今回の施策は郵便事業の損益改善が急務と

なっている中での施策との受け止めをしている。信越エリア内のこれまでの統合は主

に旧集配センターの統合であり、単マネ同士の郵便区統合がこの規模感で行われるの

は民営化以降初めてとなり、重要な課題と認識している。統合時期がＧＷの間となる

ため、業務に支障が出ないように社員への丁寧な説明、お客さま対応・周知もしっか

りとやっていただきたい。今後、地本・支社間、支部労使間で綿密に意見交換を行い、

働きやすい環境整備をしていくことが必要である。」との考え方を示しました。 

 

Ⅰ．具体的実施計画（支社資料①） 

 １ 概要 

  郵便事業の損益改善を図るため、直江津郵便局の郵便区を高田郵便局に統合する。 

  

２ 郵便区の変更・３ 組織・４ 計画人員増減については支社資料を参照願います。 
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  ※※※※    改正後、直江津郵便局の郵便部（集配）は高田郵便局第二集配営業部へ統合改正後、直江津郵便局の郵便部（集配）は高田郵便局第二集配営業部へ統合改正後、直江津郵便局の郵便部（集配）は高田郵便局第二集配営業部へ統合改正後、直江津郵便局の郵便部（集配）は高田郵便局第二集配営業部へ統合

となります。となります。となります。となります。    

        ※※※※    高田郵便局から現在の直江津郵便局の郵便区までの足延高田郵便局から現在の直江津郵便局の郵便区までの足延高田郵便局から現在の直江津郵便局の郵便区までの足延高田郵便局から現在の直江津郵便局の郵便区までの足延べが有るため１区増べが有るため１区増べが有るため１区増べが有るため１区増

となります。となります。となります。となります。    

 

 ５ 実施予定日 

  ２０１８年５月１日（火） 

   

Ⅱ．具体的要員措置計画（支社資料②） 

 １ 対象局・２ 実施日・５ 社員周知については支社資料を参照願います。 

  

 ３ 発生予想過員等  

過欠員数 発生予想

現行 改正① 増減 高田 直江津 計② ②－① 過員数

総務部 6 7 1 5 2 7 0 0

郵便部 19 24 5 16 4 20 ▲ 4 0

第一集配営業部 36 36 0 34 ― 34 ▲ 2 0

第二集配営業部 21 43 22 17 19 36 ▲ 7 0

合計 82 110 28 72 25 97 ▲ 13 0

過欠員数 発生予想

現行 改正① 増減 ②－① 過員数

総務部 2 0 ▲ 2 2 2

郵便部（内務） 6 0 ▲ 6 4 4

郵便部（外務） 22 0 ▲ 22 19 19

合計 30 0 ▲ 30 25 25

直江津

現在員数②

2

4

19

25

計画人員数 現在員数
部名局名

高田

局名 部名
計画人員数

 

 ※ 上記表の計画人員及び現在員数には、管理者及び総務部の 3001系社員は含まない。 

 

４ 具体的要員措置方法 

 実施日において、直江津郵便局総務部社員（2001系）及び郵便部社員を高田郵便局

へ配置転換する。 

 ※※※※    上記３の通り、上記３の通り、上記３の通り、上記３の通り、統合後の高田郵便局において、統合後の高田郵便局において、統合後の高田郵便局において、統合後の高田郵便局において、過員が発生する部が無いため要過員が発生する部が無いため要過員が発生する部が無いため要過員が発生する部が無いため要

員協議は行わず、駐車施設・配転一時金算出等の準備のための意向確認員協議は行わず、駐車施設・配転一時金算出等の準備のための意向確認員協議は行わず、駐車施設・配転一時金算出等の準備のための意向確認員協議は行わず、駐車施設・配転一時金算出等の準備のための意向確認（配転に（配転に（配転に（配転に

伴う通勤状況等調書の提出）伴う通勤状況等調書の提出）伴う通勤状況等調書の提出）伴う通勤状況等調書の提出）のみとなります。のみとなります。のみとなります。のみとなります。    

（１）意向確認の実施 

   駐車施設・配転一時金算出等の準備のため、事前に異動に伴う通勤手段及び通

勤時間の確認を行う。 

（２）配転一時金の支給 

  この郵便区統合の実施に伴い、配置転換となる正社員に配転一時金を支給する。 



※※※※    直江津郵便局郵便部及び総務部に所属する期間雇用社員、アソシエイト社員、直江津郵便局郵便部及び総務部に所属する期間雇用社員、アソシエイト社員、直江津郵便局郵便部及び総務部に所属する期間雇用社員、アソシエイト社員、直江津郵便局郵便部及び総務部に所属する期間雇用社員、アソシエイト社員、

高齢再雇用社員は「意向確認調書」により意向確認を行います。高齢再雇用社員は「意向確認調書」により意向確認を行います。高齢再雇用社員は「意向確認調書」により意向確認を行います。高齢再雇用社員は「意向確認調書」により意向確認を行います。    

 

Ⅲ．支部労使間の意思疎通（支社資料③） 

 １ 意思疎通方法 

  支部労使委員会の窓口 

 

 ２ 説明事項については支社資料を参照願います。 

  

３ 窓口の実施期限 

  ２０１８年１月２６日（金） 

 

Ⅳ．地本対応 

（１）別途、地本意見表明を提出し、交渉整理をはかります。 

（２）スケジュール 

  ① 地本意見表明、交渉整理 ‐ １月１６日意見表明、１月２２日交渉整理 

  ② 支部労使委員会（上越支部・高田支部） ‐ 地方交渉整理後～１月２６日まで 

  ③ 社員周知（正社員）  

  ④ 配転に伴う通勤状況等調書の提出 

  ⑤ 社員周知（期間雇用社員等）  

  ⑥ 意向確認調書の提出 ‐  

   正社員 内定通知  ‐ ３月末まで 

   期間雇用社員 雇入労働条件通知書等交付  ‐ ３月末まで 

 

【労使対応】   

上越支部および高田支部において支部労使委員会 

 

 

 

 

 

 

地方交渉整理後～２月５日まで 


